
  

一 

 
 

 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
及
び
定
数
の
改
正 

１ 

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
、
次
に
掲
げ
る
選
挙
区
に
つ
い
て
改
め
る

こ
と
。 

選
挙
区 

 
 
 
 
 
 
 

選
挙
す
べ
き
議
員
数 

北 

海 

道 
 
 
 
 
 

六
人
（
現
行 

四
人
） 

宮 

城 

県 
 
 
 
 
 

二
人
（
現
行 

四
人
） 

東 

京 

都 
 
 
 
 
 

十
二
人
（
現
行 

十
人
） 

新 

潟 

県 
 
 
 
 
 

二
人
（
現
行 

四
人
） 

長 

野 

県 
 
 
 
 
 

二
人
（
現
行 
四
人
） 

愛 

知 

県 
 
 
 
 
 

八
人
（
現
行 

六
人
） 

兵 

庫 

県 
 
 
 
 
 

六
人
（
現
行 

四
人
） 

福 

岡 

県 
 
 
 
 
 

六
人
（
現
行 

四
人
） 



 

二 

２ 

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
二
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
す
る
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
。 

選
挙
区 

 
 
 
 
 
 
 

選
挙
す
べ
き
議
員
数 

鳥
取
県
及
び
島
根
県 

 
 

二
人
（
現
行 

鳥
取
県
二
人
・
島
根
県
二
人
） 

徳
島
県
及
び
高
知
県 

 
 

二
人
（
現
行 

徳
島
県
二
人
・
高
知
県
二
人
） 

（
別
表
第
三
関
係
） 

第
二 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
関
す
る
選
挙
運
動
の
数
量
に
係
る
制
限
等
の
特
例 

 
 

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
う
ち
二
の
都
道
府
県
の
区
域
を
区
域
と
す
る
選
挙
区
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
（
以

下
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
選
挙
運
動
の
数
量
に
係
る
制
限
等
に
つ
い
て
、
次
の
特
例
を
設
け

る
こ
と
。 

１ 

選
挙
事
務
所
の
数
は
、
二
箇
所
ま
で
（
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
交
通
困
難
等
の
状
況
の
あ
る
区
域
に
お
い
て

は
、
十
箇
所
ま
で
）
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
三
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

主
と
し
て
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
又
は
船
舶
及
び
拡
声
機
の
数
の
上
限
は
、
自
動
車
二
台
又
は
船
舶

二
隻
（
両
者
を
使
用
す
る
場
合
は
通
じ
て
二
）
及
び
拡
声
機
二
そ
ろ
い
と
す
る
こ
と
。 



  

三 
（
第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
関
係
） 

３ 
新
聞
広
告
の
回
数
は
、
十
回
ま
で
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
第
百
四
十
九
条
第
四
項
関
係
） 

４ 

個
人
演
説
会
の
会
場
前
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
札
及
び
看
板
の
類
の
数
は
、
十
ま
で
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
四
条
の
二
第
三
項
関
係
） 

５ 

街
頭
演
説
の
際
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
標
旗
の
交
付
数
は
、
二
と
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
四
条
の
五
第
三
項
第
一
号
関
係
） 

６ 

街
頭
演
説
に
お
い
て
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
の
数
の
上
限
は
、
候
補
者
一
人
に
つ
き
演
説
を
行
う
場
所
ご
と
に
十
五

人
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
六
十
四
条
の
七
第
一
項
関
係
） 

７ 

特
殊
乗
車
券
の
交
付
数
は
、
三
十
枚
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
百
七
十
六
条
関
係
） 

８ 

推
薦
演
説
会
の
開
催
回
数
は
、
推
薦
候
補
者
の
数
の
八
倍
に
相
当
す
る
回
数
以
内
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
百
一
条
の
四
第
一
項
関
係
） 

９ 

再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
に
お
い
て
確
認
団
体
の
政
策
の
普
及
宣
伝
及
び
演
説
の
告
知
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
自
動
車
の

台
数
の
上
限
は
、
二
台
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
百
一
条
の
七
第
二
項
関
係
） 



 

四 

第
三 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
管
理
執
行
体
制
の
整
備 

１ 
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会 

 
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
区
内
の
二
の
都
道
府
県
（
以
下
「
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
は
、
協

議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
共
同
し
て
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
関
す
る
事
務
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
こ
と
。 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
委
員
八
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
こ
と
。 

 

委
員
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
。 

 

委
員
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
で
な
く
な
っ
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
職
を
失
う
こ
と
。 

 

委
員
の
任
期
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地

方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
後
任
者
が
就
任
す
る
時
ま
で
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
と
し
て
在

任
す
る
間
は
、
委
員
と
し
て
在
任
す
る
こ
と
。 

 

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
。 

 

委
員
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
に
対
し
そ
の
職
務
に
関
し
請
負
を
す
る
者
等
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
、



  

五 

こ
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
の
職
を
失
う
こ
と
。 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
互
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
委
員
長
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
を
代
表
し
、
そ
の
事
務
を
総
理
す
る
こ
と
。 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
会
議
は
、
五
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
。 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 

 
 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
規
約
に
は
、
そ
の
名
称
、
経
費
の
支
弁
の
方
法
、
執
務
場

所
等
に
つ
き
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
員
、
抗
告
訴
訟
等
の
取
扱
い
、
地
方
自
治
法
等
の
適
用
等
に
つ
い
て
、

所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

（
第
五
条
の
六
及
び
第
五
条
の
十
関
係
） 

 

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
関
与
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を



 

六 

設
け
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
の
七
か
ら
第
五
条
の
九
ま
で
関
係
） 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
員
は
、
在
職
中
、
選
挙
運
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

（
第
百
三
十
六
条
関
係
） 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
訴
訟
は
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙

管
理
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
規
約
に
定
め
る
執
務
場
所
を
管
轄
す
る
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
二
百
十
七
条
関
係
） 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
に
つ
い
て
、
所
要
の
罰
則
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
百
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
百
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
百
二

十
六
条
、
第
二
百
二
十
七
条
及
び
第
二
百
三
十
七
条
第
四
項
関
係
） 

２ 

選
挙
分
会
長
等 

 

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
い
て
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
ご
と
に
、
選
挙
分
会
長
を
置
く
こ
と
。 

（
第
七
十
五
条
第
二
項
関
係
） 

 

の
選
挙
分
会
長
は
、
選
挙
分
会
を
開
き
、
開
票
結
果
の
調
査
を
行
い
、
各
候
補
者
の
得
票
総
数
を
計
算
し
、
そ
の



  

七 

結
果
を
選
挙
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
選
挙
長
は
、
選
挙
会
を
開
き
、
そ
の
報
告
を
調
査
し
、
各

候
補
者
の
得
票
総
数
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 
  

 
 

（
第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
第
五
項
関
係
） 

第
四 

施
行
期
日
等 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
３
の
規
定
は
公
布
の

日
か
ら
施
行
し
、
第
三
１

か
ら

ま
で
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
及
び
６
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準

に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ

れ
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た

参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
。 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

３ 

合
同
選
挙
区
都
道
府
県
は
、
第
三
１

か
ら

ま
で
の
規
定
の
施
行
後
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
速
や

か
に
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
規
約
を
定
め
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法



 

八 

の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 

（
附
則
第
三
条
関
係
） 

４ 
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
２
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の

施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
五
条
関
係
） 

５ 

平
成
三
十
一
年
に
行
わ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
向
け
て
、
参
議
院
の
在
り
方
を
踏
ま
え
て
、
選
挙
区
間
に
お

け
る
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
較
差
の
是
正
等
を
考
慮
し
つ
つ
選
挙
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
引
き
続
き
検

討
を
行
い
、
必
ず
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
七
条
関
係
） 

６ 

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
経

費
の
額
を
追
加
す
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
十
条
関
係
） 

７ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 


